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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背板がダイニング側またはリビングダイニング側を向くように、ダイニング又はリビン
グダイニングと台所との間に配設される対面型のシステムキッチン用のベースキャビネッ
トであって、
　前記背板の外面側に装飾パネルが取り付けられており、
　前記装飾パネルは、所定厚みを有する平板状の吸音材及び前記吸音材の端面を覆うよう
に、前記吸音材を全周に渡って取り囲む枠材を有する心板と、前記心板の外表面及び端面
を直接覆う布地とを備えており、
　前記枠材は、前記心板の外面側及び内面側の双方が開放されていることを特徴とするシ
ステムキッチン用のベースキャビネット。
【請求項２】
　前記装飾パネルが側板の外面側にも取り付けられている請求項１に記載のシステムキッ
チン用のベースキャビネット。
【請求項３】
　前記心板は、前記吸音材の外面側に配設された活性炭シートを備えている請求項１また
は２に記載のシステムキッチン用のベースキャビネット。
【請求項４】
　前記心板は、その外面側を覆っている前記布地に隣接するように配設された光触媒シー
トを備えている請求項１、２または３に記載のシステムキッチン用のベースキャビネット
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、対面型のシステムキッチン用のベースキャビネットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は、ダイニングやリビングダイニングとキッチンとが完全に仕切られておらず、台
所でシンクや調理台などに向かって立ったとき、身体がダイニングやリビングダイニング
側を向くように設計された対面型のシステムキッチンによって、ダイニングやリビングダ
イニングと台所とが区画される場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４２７７４４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年のシステムキッチンのベースキャビネットには、食器洗濯乾燥機（以下
、食洗機という。）やディスポーザー等が組み込まれることがあり、上述したような対面
型のシステムキッチンの場合、食洗機からの食器洗浄音やディスポーザーからの破砕音等
がダイニングやリビングダイニングに伝搬し、ダイニングで食事をしている人やリビング
ダイニングでくつろいでいる人に対して騒音になるといった問題がある。
【０００５】
　そこで、この発明の課題は、台所で発生した騒音がダイニングやリビングダイニング側
に伝搬し難いシステムキッチンのベースキャビネットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、請求項１に係る発明は、背板がダイニング側またはリビン
グダイニング側を向くように、ダイニング又はリビングダイニングと台所との間に配設さ
れる対面型のシステムキッチン用のベースキャビネットであって、前記背板の外面側に装
飾パネルが取り付けられており、前記装飾パネルは、所定厚みを有する平板状の吸音材及
び前記吸音材の端面を覆うように、前記吸音材を全周に渡って取り囲む枠材を有する心板
と、前記心板の外表面及び端面を直接覆う布地とを備えており、前記枠材は、前記心板の
外面側及び内面側の双方が開放されていることを特徴とするシステムキッチン用のベース
キャビネットを提供するものである。
【０００７】
　また、請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明のシステムキッチン用のベースキャ
ビネットにおいて、前記装飾パネルが側板の外面側にも取り付けられていることを特徴と
している。
【０００８】
　また、請求項３に係る発明は、請求項１または２に係る発明のシステムキッチン用のベ
ースキャビネットにおいて、前記心板が、前記吸音材の外面側に配設された活性炭シート
を備えていることを特徴としている。
【０００９】
　また、請求項４に係る発明は、請求項１、２または３に係る発明のシステムキッチン用
のベースキャビネットにおいて、前記心板が、その外面側を覆っている前記布地に隣接す
るように配設された光触媒シートを備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
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　以上のように、請求項１に係る発明のシステムキッチン用のベースキャビネットは、所
定厚みを有する平板状の吸音材及び前記吸音材の端面を覆うように、前記吸音材を全周に
渡って取り囲む、外面側及び内面側の双方が開放された枠材の内側に吸音材を配設してな
る心板の外表面及び端面が布地によって直接覆われた装飾パネルを、背板の外面側に取り
付けてあるので、ベースキャビネット内に、食洗機やディスポーザー等が組み込まれた場
合であっても、食洗機からの食器洗浄音やディスポーザーからの破砕音等が装飾パネルの
吸音材に吸音されることによって、ダイニング側またはリビングダイニング側に伝搬され
にくく、ダイニングやリビングダイニングにおいて、食事をしたり、テレビを見たり、音
楽を鑑賞したり、読書をしたりする際に、台所側の騒音が気にならないという効果が得ら
れる。
【００１１】
　また、装飾パネルは、ダイニング側またはリビングダイニング側に露出する外表面が布
地によって形成されているので、柔らかい印象を与えると共に、ダイニングやリビングダ
イニングの雰囲気にあった統一感を与えることも可能となり、デザイン面においても優れ
ている。
【００１２】
　特に、請求項２に係る発明のベースキャビネットは、側板の外面側にも装飾パネルが取
り付けられているので、上述した騒音防止効果がさらに向上する。
【００１３】
　また、請求項３に係る発明のベースキャビネットは、装飾パネルの心板が、吸音材の外
面側に配設された活性炭シートを備えているので、不快に感じるペット、たばこ、排水・
生ゴミ等に起因した生活臭や、シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒド等
の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を吸着することができ、ダイニングやリビングダイニング
の環境改善を図ることができる。
【００１４】
　さらに、請求項４に係る発明のベースキャビネットは、装飾パネルの心板が、その外面
側を覆っている布地に隣接するように配設された光触媒シートを備えているので、装飾パ
ネルの布地を透過してくる光を光触媒シートが吸収することによって、シート表面に酸化
還元力が発生し、この酸化還元力によって、生活臭の発生原因となっている物質や、ホル
ムアルデヒド等の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を分解除去することができると共に、抗菌
効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）はこの発明に係るベースキャビネットの一実施形態を組み込んだ対面型の
システムキッチンを示す平面図、（ｂ）は同上のシステムキッチンを示す正面図、（ｃ）
は同上のシステムキッチンを示す左側面図、（ｄ）は同上のシステムキッチンを示す右側
面図である。
【図２】（ａ）は同上のシステムキッチンを示す背面図、（ｂ）は同上のシステムキッチ
ンにおける装飾パネルを取り外した状態を示す背面図である。
【図３】（ａ）は同上のシステムキッチンを示す縦断面図、（ｂ）は同上のシステムキッ
チンにおける装飾パネルを取り外した状態を示す縦断面図である。
【図４】（ａ）は同上の装飾パネルを示す正面図、（ｂ）は同上の装飾パネルを示す背面
図、（ｃ）は（ａ）のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【図５】（ａ）は同上のシステムキッチンに使用されている装飾パネルの載置部材を示す
平面図、（ｂ）は同上の載置部材を示す正面図、（ｃ）は同上の載置部材を示す底面図、
（ｄ）は同上の載置部材を示す背面図である。
【図６】同上の載置部材を示す端面図である。
【図７】（ａ）は同上の装飾パネルを取り付けた状態の背板下部を示す詳細図、（ｂ）は
同上の装飾パネルを取り外した状態の背板下部を示す詳細図である。
【図８】同上の装飾パネルの取り付け方法を示す説明図である。
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【図９】図８における装飾パネルの載置部材への載置状態を示す拡大図である。
【図１０】同上の装飾パネルの取り付け方法を示す説明図である。
【図１１】同上の装飾パネルの取り付けが完了した状態を示す図である。
【図１２】同上の装飾パネルの取り外し方法を示す説明図である。
【図１３】図１２における装飾パネルの載置部材への載置状態を示す拡大図である。
【図１４】同上の装飾パネルの取り外し方法を示す説明図である。
【図１５】図１４における装飾パネルが載置部材から外れた状態を示す部分拡大図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。図１～図３は、台所Ｋ側とダイニ
ングルームＤ側とを区画するように配設された対面型のシステムキッチン１を示している
。このシステムキッチン１は、同図に示すように、上面開口部を有する複数のキャビネッ
トユニット２ａ、２ｂ、２ｃからなるベースキャビネット２と、このベースキャビネット
２の上面開口部に固定設置される、シンク５を有するカウンター４とを備えており、カウ
ンター４には、ガスコンロ６等の器具が装着されると共に、中央に配置されるキャビネッ
トユニット２ｂには食洗機３が組み込まれている。
【００１７】
　前記キャビネットユニット２ａ、２ｂ、２ｃは、背板１１の外面側の所定位置に上部横
桟木１１ａ及び下部横桟木１１ｂがそれぞれ固定されており、それぞれの上部横桟木１１
ａにベースキャビネット２の全幅と略同一長さの長尺の上部支持材１２を固定することに
よって、キャビネットユニット２ａ、２ｂ、２ｃが相互に連結されている。
【００１８】
　前記カウンター４は、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、ベースキャビネット２の背板
１１からダイニングルームＤ側に張り出しており、その張出部４ａは、上部支持材１２に
、その上部支持材１２と略同一長さのカウンター固定金具７を介して支持されていると共
に、上部支持材１２の下方側には、キャビネットユニット２ａ、２ｂ、２ｃの背板１１を
覆うように、３枚の装飾パネル２０が着脱自在に取り付けられている。なお、シンク側の
キャビネットユニット２ａには、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、中央の装飾パネル２
０とシンク側の装飾パネル２０の境界部分に双方の装飾パネルの側端部を支持するための
縦桟木１１ｃが背板１１に取り付けられている。
【００１９】
　前記カウンター固定金具７の下端部は、上部支持材１２の下端面よりも１０ｍｍ程度下
方側に張り出しており、図３（ａ）に示すように、載置部材３０に載置した装飾パネル２
０の上端部を、上部支持材１２の下端面から張り出したカウンター固定金具７の下端部に
係止させることで、装飾パネル２０が背板１１の外面に沿うように支持されている。
【００２０】
　前記装飾パネル２０は、図４（ａ）～（ｃ）に示すように、厚さ５．５ｍｍの合板によ
って長方形状に形成された枠材２２、この枠材２２の内側に収容された、中空ポリエステ
ル繊維とバージンウールとを立体的に編み込んだ吸音材（登録商標「サーモウール」　（
株）コスモプロジェクト製）２３、この吸音材２３の一方の外表面の中央部に配設された
、活性炭シートと光触媒シートとをラミネートした複合シート２４からなる心板２１と、
この心板２１における複合シート２４が配設されたほうの外表面及び端面を被覆する布地
２５とから構成されており、複合シート２４は、光触媒シートが布地２５側を向くように
配置されている。
【００２１】
　前記載置部材３０は、図５（ａ）～（ｄ）、図６及び図７（ａ）、（ｂ）に示すように
、装飾パネル２０の全幅と略同一長さのアルミニウム成形品であり、装飾パネル２０を立
てた状態で載置する載置面３０ａを有する本体部３１と、この本体部３１の載置面３０ａ
の前端縁から立ち上がる操作部３２と、本体部３１における後面の両端部に取り付けられ
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た一対のマグネットユニット３３とを備えており、マグネットユニット３３のマグネット
が、背板１１の外面側の所定位置で床面にねじ止めされた磁性体からなる縦断面Ｌ字状の
保持金具１３に吸着されることで、装飾パネル２０を載置した載置部材３０が前後方向に
位置決めされ、容易に位置ずれしないようになっている。
【００２２】
　前記本体部３１は、前面板、後面板、上面板及び下面板によって角筒状に形成されてお
り、上面板が後面板よりも後方側に張り出すことによって、装飾パネル２０の厚みと略同
一幅の載置面３０ａが形成されていると共に、操作部３２は、操作しやすいように、上端
部が前方側に僅かに張り出すことによって肉厚に形成されている。
【００２３】
　また、本体部３１は、前面板の下端部が前方側に僅かに突出した突条３１ａを有してお
り、操作部３２を操作することによって、この突条３１ａを支点として、載置部材３０を
前方側に回転させることができるようになっている。
【００２４】
　以下、装飾パネル２０の着脱方法について説明する。まず、装飾パネル２０を取り付け
るには、図８及び図９に示すように、背板１１の前方側（ダイニングルームＤ側）におい
て、装飾パネル２０を載置部材３０の載置面３０ａに載置した状態で、装飾パネル２０を
傾けて、その上端部を背板１１の外面に当接させた後、図１０に示すように、載置部材３
０を背板１１側にスライドさせていき、マグネットユニット３３のマグネットを保持金具
１３に吸着させると、図１１に示すように、装飾パネル２０の上端部が背板１１とカウン
ター固定金具７の下端部との間に挟み込まれ、装飾パネル２０が背板１１の外面に沿うよ
うに支持される。
【００２５】
　このようにして取り付けられた装飾パネル２０を取り外すには、図１２及び図１３に示
すように、装飾パネル２０が載置されている載置部材３０の操作部３２を操作して、載置
部材３０を本体部３１の下端部の突条３１ａを支点として背板１１の前方側（図１３に円
弧矢印で示す方向）に回転させることによって、装飾パネル２０を一旦持ち上げながら、
載置部材３０を装飾パネル２０の下方位置から前方側に待避させると、図１４及び図１５
に示すように、装飾パネル２０が載置部材３０から外れて床面上に落下して、装飾パネル
２０の上端位置がカウンター固定金具７の下端部よりも下方側に移動し、カウンター固定
金具７の下端部による装飾パネル２０の支持が解除されるので、装飾パネル２０の上端部
を手前に引き出すようにして取り外せばよい。
【００２６】
　以上のように、このシステムキッチン１のベースキャビネット２は、枠材２２の内側に
吸音材２３を配設してなる心板２１の少なくとも外表面及び端面が布地によって覆われた
装飾パネル２０を、背板１１の外面側に取り付けてあるので、台所Ｋでの調理作業によっ
て発生する音や、ベースキャビネット２内に組み込まれている食洗機３からの食器洗浄音
が装飾パネル２０の吸音材２３に吸音されることによって、ダイニングルームＤ側に伝搬
されにくく、ダイニングルームＤにおいて、食事をしたり、テレビを見たり、音楽を鑑賞
したり、読書をしたりする際に、台所側の騒音が気にならないという効果が得られる。
【００２７】
　また、装飾パネル２０は、ダイニングルームＤ側に露出する外表面が布地２５によって
形成されているので、柔らかい印象を与えると共に、ダイニングルームＤの雰囲気にあっ
た統一感を与えることも可能となり、デザイン面においても優れている。
【００２８】
　また、装飾パネル２０の心板２１が、吸音材２３の外面側に配設された活性炭シートと
光触媒シートとをラミネートした複合シート２４を備えているので、不快に感じるペット
、たばこ、排水・生ゴミ等に起因した生活臭や、シックハウス症候群の原因物質であるホ
ルムアルデヒド等の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を活性炭シートが吸着すると共に、装飾
パネル２０の布地２５を透過してくる光を光触媒シートが吸収することによって、シート
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表面に酸化還元力が発生し、この酸化還元力によって、生活臭の発生原因となっている物
質や、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が分解除去され、さらに、抗菌
効果を得ることもできるので、ダイニングルームＤの環境改善を図ることができる。
【００２９】
　また、装飾パネル２０を構成している、中空ポリエステル繊維とバージンウールとを立
体的に編み込んだ吸音材２３は、室内の湿度を５０％前後に保とうとする調湿機能を備え
ており、湿度が高いときは吸湿し、湿度が低いときは放湿するので、ダイニングルームＤ
内を快適な空間に保つことができるという効果もある。
【００３０】
　なお、上述したベースキャビネット２では、背板１１の外面側だけに装飾パネル２０を
取り付けているが、さらに、露出している一方の側板の外面側にも装飾パネル２０を着脱
自在に取り付けるようにしてもよい。その場合は、ベースキャビネットの側板にマグネッ
トまたは磁性体からなる保持金具を取り付けると共に、装飾パネルにおけるベースキャビ
ネット側のマグネットまたは保持金具に対応する位置に、磁性体からなる保持金具または
マグネットを取り付けておき、両者を磁気によって吸着させるようにすればよい。
【００３１】
　また、上述したベースキャビネット２では、活性炭シートと光触媒シートとをラミネー
トした複合シート２４を備えた装飾パネル２０を使用しているが、これに限定されるもの
ではなく、活性炭シートや光触媒シートのいずれか一方だけを備えた装飾パネルや、活性
炭シート、光触媒シート単体や複合シート２４を省略した装飾パネルを使用することもで
きる。
【００３２】
　また、上述したベースキャビネット２では、装飾パネル２０の心板を構成している吸音
材として、中空ポリエステル繊維とバージンウールとを立体的に編み込んだ吸音材を使用
しているが、これに限定されるものではなく、種々の吸音材を使用することができる。
【００３３】
　また、上述した実施形態では、ユーザが工具を使用せずに装飾パネル２０の着脱を行う
ことができるように、カウンター固定金具７と載置部材３０とを利用して、背板１１の外
面側に装飾パネル２０を取り付けるようにしているが、これに限定されるものではなく、
装飾パネル２０を背板にねじ止めする等の種々の取付方法を採用することができることは
いうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、対面型のシステムキッチン用のベースキャビネットに利用することができる
。
【符号の説明】
【００３５】
　１　システムキッチン
　２　ベースキャビネット
　２ａ、２ｂ、２ｃ　キャビネットユニット
　３　食洗機
　４　カウンター
　４ａ　張出部
　５　シンク
　６　ガスコンロ
　７　カウンター固定金具
　１１　背板
　１１ａ　上部横桟木
　１１ｂ　下部横桟木
　１１ｃ　縦桟木
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　１２　上部支持材
　１３　保持金具
　２０　装飾パネル
　２１　心板
　２２　枠材
　２３　吸音材
　２４　複合シート
　２５　布地
　３０　載置部材
　３０ａ　載置面
　３１　本体部
　３１ａ　突条
　３２　操作部
　３３　マグネットユニット
　Ｄ　ダイニングルーム
　Ｋ　台所

【図１】 【図２】
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